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特記仕様書（石綿含有建材解体等要領書）
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電気設備　特記仕様書



10
工 事 仕 様 書

佐賀県鳥栖市江島町

RC造

完成図等 ※・作成する　　・作成しない 改（１．８．１～１．８．３）改（表１．７．１）

完成図の原図サイズ及び仕様　　※・現場説明書による

ＣＡＤデータを提出し、ファイル形式は監督員の指示による。

工事完了後は基準からの管理高さを測量した出来形図を提出する。

Ⅰ　工事概要

11 施工図等の取扱い 施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。
１．工事場所

２．敷地面積 12 完成写真 現場説明書及び下記により監督員に提出する。ただし、原板は撮影業者の保管とする。

分類・規格 撮影箇所数 提出部数 原板の大きさ（ｍｍ）

・モノクローム３．工事種目 外部（　）内部（　）　・３　 ・１００×１２５以上
・キャビネ版

※・カラー　　・キャビネ版 ・１　※ ・１００×１２５以上※解体概要

延べ面積 建築基準法
　建　物　名　称　 構　造 階　数 備　　考 ・カラースライド 外部（　）内部（　）　※・１　 ※・２４×３６以上

（㎡） 別表第1の区分

撮影業者　・監督員の承諾する撮影業者（ただし、建築完成写真撮影の実績のある業者とする。）

13 設備工事との取合い 設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督員の承諾を受ける。

施工範囲　別表－１による

14 設計ＧＬ ・図示　　　・設計ＧＬ＝現状ＧＬ

15 建設機械 　本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。

　なお、排出ガス対策型建設機械に代えて、国土交通省で認定された排出ガス浄化装置を装着した建設機械

についても、排出ガス対策型と同等とみなすものとする。

・排出ガス対策型建設機械とは、排出ガス対策型建設機械指定要領に基づき国土交通省で指定された排出ガ※

ス対策型建設機械をいう。

機　　種 備　　考

・バックホウ 　ディーゼルエンジン

（エンジン出力7.5ｋＷ以上・トラクタショベル（車輪式）

260ｋＷ以下）を搭載した・ブルドーザ

・発動発電機（可搬式） 建設機械を対象とする。

・空気圧縮機（可搬式）

・ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ　・油圧ﾕﾆｯﾄ類　 ・油圧式鋼管圧入引抜機　・ｱｰｽｵｰｶﾞ

以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼ

ルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載するものⅡ　建築工事仕様
・油圧ハンマ　

１．共通仕様
・オールケーシング掘削機　・リバースサーキュレーションドリル

（１）図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書 ・アースドリル　・地下連続壁施工機　・全回転型オールケーシング掘削機

・ローラ類

・ロードローラ　・タイヤローラ　・振動ローラ

・ホイールクレーン

・建設機械を使用しないときは、エンジンを停止するなど建設機械の稼働時間の抑制に努めること。※

・低騒音型建設機械の適用※（２）電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事および機械設備工事はそれぞれの工事仕様書
建設機械名　　・杭打ち機　　・トラクターショベル　　

　　　を適用する。なお、電気設備工事の工事仕様書は（　／　）図、機械設備工事の工事仕様書は（　／　）図による。
・バックホウ　　・ブルドーザー　　

２．特記仕様

（１）　　　　　　　　　　○印の付いたものを適用する。　　　項目は、番号に

　　　　　　　　　・印の付いたものを適用する。（２）　　　特記事項は、　　　　　　　　　○

　　　　　　　　　　　　　　※印の付いたものを適用する。　　　○印の付かない場合は、

　　　○印と　　　　　　○印の付いた場合は、共に適用する。　　　　　　※

（３）　　　特記事項に記載の（　．　．　）内の表示番号は、解体共仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　　　特記事項に記載の改（　．　．　）内の表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　　　特記事項に記載の標（　．　．　）内の表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

章 項　　目 特　　記　　事　　項

１ １ 適用基準等

一
般
共
通
事
項

※

２ 工事実績情報の登録 ※・適用する （１．１．４）

３ 発生材の処理等 引渡しを要するもの　　（別紙リストによる　　　　　　　　　　　） （１．３．10）

特別管理産業廃棄物　・有（保管）　・無

再利用を図るもの　　　（　　　　　　　　　　　）

再生資源化を図るもの

　　分　　類 　　　処　理　方　法 　　受入施設名 　　　 所在地

※コンクリート塊 ※再資源化　・中間　・最終（一般）　最終（特管）

※ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 ※再資源化　・中間　・最終（一般）　最終（特管）

※建設発生木材 ※再資源化　・中間　・最終（一般）　最終（特管）

・ ※再資源化　・中間　・最終（一般）　最終（特管）

・工事着手前に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を、また、工事完了時に同計※

画書の実施報告書（様式は同一）を監督員に提出するものとする。

改（１．３．６）４ 品質計画 ・建築基準法に基づき定められる風圧区分等の適用工事

８章　 ９章　 １０章　 １３章　 １４章　 １６章　 １７章

ｍ／ｓ　　）風速（Ｖｏ＝　３４　

地表面粗度区分（ Ⅰ　 Ⅱ　※Ⅲ　 Ⅳ）

５ 電気保安技術者 ・適用する※ （１．３．３）

６ 条件明示項目 ※・解体共仕１．３．５による （１．３．５）

７ 建築材料等 　本工事に使用する材料等のうち、特定のものが特記された場合は、設計図書に規定するもの

又はこれらと同等のものとする。ただし、同等のものとする場合は、監督員の承諾を受ける。

　なお、「評価名簿による」と特記されたものについては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監

ほか、これと同等のものとする。ただし、同等のものとする場合は、監督員の承諾を受ける。

　また、同上評価事業の評価を受けたものを使用する場合は、評価書の写しを監督員に提出し、

その確認をもって、品質・性能の確認があったものとすることができる。

８ 特別な材料の工法 　共仕に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定する工法とする。

９ 技能士 技能士の適用職種 改（１．６．２）

・鉄筋施工 ・左官 ・建築大工

・塗装 ・造園 ・型枠施工

・とび ・防水施工 ・建築板金

・ガラス施工 ・表装（表具） ・表装（壁装）

・内装仕上施工 ・畳製作 ・建具製作

・建築配管

　　（以下「解体共仕」という。）による。但し、改修標仕及び解体共仕に規定されている項目以外は、国土交通省大臣

１ 監督員事務所 ・設ける（　　）㎡程度　　・設けない （２．３．１）

２ 備品については、監督員の指示による。

仮
設
工
事

２ 工事用水 構内既存の施設　　・利用できない　　・利用できる（※・有償　・無償） （２．３．１）

３ 工事用電力 構内既存の施設　　・利用できない　　・利用できる（※・有償　・無償） （２．３．１）

１ 埋戻し及び盛土 種別　　・Ａ種　　※・Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種 標（３．２．３）標（表３．２．１）

３

土
工
事

２ 建設発生土の処理 ・構外指示の場所 標（３．２．５）

　　　受け入れ場所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　搬出距離　　（　　　　　Ｋｍ）

※・構外搬出適切処理　　・構内指示の場所にたい積　　・構内指示の場所に敷き均し

４
１．電気設備 ・配管配線及び照明器具、盤類全て解体撤去を行うこと

そ
の
他

２．給排水衛生設備 ・配管・衛生機器類全て解体撤去を行うこと

３．空調設備 ・配管・機器類全て解体撤去を行うこと

４．アスベスト含有建材 ・石綿障害予防規則等に基づき適正工法にて解体処分を行うこと

　※解体共仕６．１．１～６．５．４による

　・石綿障害予防規則等に基づき適正工法にて解体処分を行うこと

　※解体共仕６．１．１～６．５．４による

※

※

存置した埋設物の処理等を図示して提出する。

外部（4面）内部（無）　

５．アスベスト吹付材

特 記 仕 様 書 現 場 説 明 書

（４）

（５）　　　製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。また（　）内は製品名を示す。

　　　（別　．　．　）は（５．３．７）による別図「各部配筋」の当該項目を示す。

１．　建設業者は、組合に加入するとともに、その建設業退職金制度の対象となる労務者について、証紙を必要な分購入し、当該労務者の共済手帳に貼付すること。

２．　工事を受注した建設業者は、組合の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）を工事請負契約書締結後、契約の相手方に提出すること。なお、期限内に

　　　収納書を提出できない特別の事情がある場合は、あらかじめその理由及び証紙購入予定をあわせて申し出ること。

３．　証紙購入状況を把握できるように、関係資料を整理すること。

４．　建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の組合加入並びに

　　　証紙購入及び貼付を促進すること。

５．　建設業者の規模が小さく、管理事務処理の面で万全でない場合は、元請業者が組合加入手続き及び組合関係事務の処理を積極的に受託すること。

建設業退職金

共済組合

災害、公害の防止については、「公共建築工事標準仕様書」による他、下記による。

（イ）　本工事における建設機械の使用については、環境汚染、鉛公害等防止のため、ガソリン無鉛化対策を講じたものを使用すること。

（ロ）　工事請負者は附近住民への防災その他の対策については、特に留意し、関係下請業者作業員にその趣旨を徹底し、紛争が生じた場合は、直ちに監督員に報告

　　　し、責任をもって処理すること。

（ハ）　危険物、土砂及び塵埃が現場より飛散せぬよう防止対策を日常怠らぬようにすること。

（ニ）　震動、騒音を伴う工事についは、その防止対策を講ずると共に作業日時は次の通りとする。

　　　　○日曜日及び国民祝祭日には作業は行わない。尚、作業時間については、周辺居住者と十分な協議を行う等の措置を講じ、且つ関係法規等に抵触することの

　　　　ない様十分配慮し作業を行うこと。

（ホ）　建設現場内、外を問わず、道路、構築物等を破損あるいは、汚染させた場合は、本工事請負業者の責任において、すみやかに原形に復し、管渠等への土砂の

　　　流入があった場合は直ちに除去すること。

（へ）　キャタピラ付特殊車等の場内道路の通行については監督員の指示をうけること。

安全対策

工事期間中の危険防止については下記によること。

（イ）　工事期間中危険と思われる箇所について危険防止のための可動柵、立入禁止の表示、立札を設置し、夜間は必要に応じ注意灯を設ける等の措置を講ずること。

（ロ）　工事期間中、周辺居住者の通行の安全性確保のため交通整理員を配置する等、必要に応じて措置すること。

危険防止

１．　官公署等へ手続きについては「公共建築工事標準仕様書」による他、地元に対しても打合せ等を十分に行い、工事中も地元及び関係官公署に対し、連絡を保ち遺漏の

　　ないようにすること。

２．　（前払金保証契約第７条の２）の保険事業会社への通知

（イ）　請負者は、工事変更の被保険者（発注者）から保証事業会社への通知を発注者に代わって行うものとする。

（ロ）　通知方法は、工期変更にかかる工事請負変更契約書の写しを送付して行うものとする。

３．　工事を受注した業者は、適正な賃金の確保、及び労働災害の防止等、建設労働者の保護につとめるとともに、建設資材納入業者の利益を不当に害することなく、

　　公正な取引を行うこと。また、工事の実施に当たっては、下請代金の決定（前払い金を含む）、下請代金の支払い等についての不適正な条件による下請をしな

　　いこと。さらに、不必要な重層下請が生じないよう配慮すること。

４．　建設資材の価格変動に対応した下請金額の変更については、適切に措置すること。

注意事項

　工事の案内板は、書入内容、製作寸法、使用材料、設置位置について監督員と協議し設けること。工事の案内板（広報等を含む）

　土砂、工事用資材等のダンプ、トラック等、大型貨物自動車による搬送計画、通行道路の選定、その他の車輌の通行に係る安全対策について、請負業者は関係機関

　と十分協議して、必要な具体的内容を定め、監督員の承諾を得たうえでこれを誠実に履行すること。なお、官公署等に対する許可届等の手続きを行うものとする。

工事に使用する

進入路

　仮囲い及び板塀については、設計図により実施すること。なお、現場の状況により仮囲い等の変更が必要な場合は、監督員との協議により実施すること。仮囲い等

　工事中及び竣工写真については、建設大臣官房営繕部監修「工事写真の撮り方（建築編）」による他、建設地周辺に建築物、構築物等がある場合は適当な区画を定

　め、必要に応じ、着工前に建築物、構築物を撮影すること。

工事中の写真

　○設計図書の優先順位は、質疑回答書（以下に対するもの）、現場説明書、特記仕様書、図面、標準仕様書の順とする。

　○工事中場内では危険防止に特に注意を払い、工事用車両等は徐行運転をし駐車は指定の場所に行うこと。

　○工事の一部を下請に付する場合は、下請契約の形式を明確にして、直ちに一部下請申請書を提出し、承諾を得ること。

　○労働災害事故に備え、建設労働災害補償制度へできる限り加入すること。

　○下請業者については、市内業者を優先的に採用すること。

　○現場代理人及び主任技術者又は監理技術者（主任技術者）は、請負者と直接かつ恒常的な雇用関係にある者でなければならない。

　○主任技術者（監理技術者）を真にやむを得ない場合のほか、工期途中で交代させてはならない。

　○請負金額が１３０万円以上の工事については、工事関係資料（工事記録写真、出来形管理資料等）を工事の工期が終了する７日前（１，０００万円以下の工事に

　　ついては３日前）までに、監督員を通じ検査員に提出しなければならない。

　○請負者（又は現場代理人）並びに主任技術者（監理技術者）は、検査に立ち会わなければならない。

　○建設副産物の処理について

　　１．「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「再生資源の利用の促進に関する法律」及び「建設副産物適正処理推進要綱」その他関係法令に従い処理すること。

　　２．産業廃棄物の収集・運搬は許可を受けた収集運搬業者の車輌とする。また、処理についても許可を受けた処分業者の処分場（中間処理場を含む）とする。

　　４．再利用が可能な建設副産物については、リサイクルを前提とした処理に努めること。

　　５．再生資源利用計画書及び実施書は建設副産物情報交換システム（コブリス）又は国土交通省HPに掲載されているExcel様式にて作成し提出すること。

　　　（100万円以上のすべての工事が対象）

　○機械工法とする。

　○重機の機種、台数、作業順序、人員等の作業、運搬方法、埋設物等の計画書を監督員に提出し承諾を受けること。

　○解体前、解体中、解体後の工事写真を撮影する事（カラーサービス版）特に地中埋設物の撤去及び処理の状況は入念にすること。

　○産廃処理場の写真及び本工事産廃分の写真及び産廃処理場まで運搬経路の写真及び運搬中の写真を撮ること。

　○窓ガラス等のガラスは、解体工事前に撤去すること。

　○解体発生材の捨場、運行の経路等を事前に監督員に報告し、処理方法等の問題で近隣に迷惑をかけない様に十分注意を払い、終了後は所定の清掃・整地を行うこと。

　○発生材のうち引き渡しを要する物は、指示された場所に整理の上、調書（目禄、明細書）を添えて監督員に提出すること。

　○発生材の運搬中、塵芥が落下飛散しない様万全を期する事。やむなく落下飛散した時は、すみやかに跡片付け清掃をすること。

　○解体によって生じた屑、敷地内の障害物、地下埋設物等は監督員の指示により場外に搬出し、全面清掃をしてから整地をすること。

　○着手前には「仮設計画書」「解体計画書」「産業廃棄物処理計画書」「盛土整地計画書」を提出し、監督員の承諾を得ること。

　○着工に先立ち、現場代理人届け、及び工程表を提出し、承諾を得ること。

　○解体時の現場の安全管理は、現場員が常駐し管理すること。

　○既設埋設配管には充分に注意をはらい緊急時には敏速に対応できる体制をとっておくこと。

　○解体工事中は適切に散水等を行い粉塵の飛散防止に心がけること。

　○解体工事中に新たに発生した障害物・地下残存物は、監督員の指示により適切に処理すること。

その他特記事項

工事にあたっての注意事項 ①工事を行う事ができる日時は、以下の通り。

　　・レース開催日以外。

③現場事務所、資材置き場、残土仮置き場、工事関係者車両は、駐車場を含めた構内に設置可能。現場事務所については、テナント用店舗を有償にて使用できます。

　　・10時～24時

　　・能力検査、発走調教（2時間程度）以外とし、定例会議等で打合せにより確認すること。

②全体工程表作成に当たっては、現場作業期間（仮囲い設置開始日～竣工日まで）をできる限り短縮する計画を行ってください。

４．工事工期

予想新聞販売所解体

2

1

契約締結日から　令和　７年　　月　　日まで

　　３．伝票管理制度（マニフェストシステム）及び写真等による、産業廃棄物処理報告書を作成すること。

１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日
工
事
名

縮
　
　
尺

図
面
名

ナガタ設計予想新聞販売所解体工事

図
番
号

(構造物の撤去部分の埋め戻し均し程度とする)

S造予想新聞販売所

客溜り・ｵｯｽﾞ板

30.26

51.00

特記仕様書・現場説明書（解体）

A1　N.S.

A3　N.S.

設備関係基礎類、縁石、フェンス

事務所登録 佐賀県知事　第1580号
A-01

450,000㎡

　　（令和４年版）」（以下「改修標仕」という。）及び「建築物解体工事共通仕様書・同解説（令和４年版）」

　　　官房官庁営繕部「公共建築工事標準仕様書（令和４年度版）」（以下「標仕」という。）による。

・建築工事標準詳細図（国土交通大臣官房官庁営繕部監修　令和４年版）

・工事写真の撮り方　建築編　営繕工事写真撮影要領（令和５年版）・同解説

・建築物解体工事共通仕様書・同解説（社団法人　公共建築協会　令和４年版）

修「建築材料・設備機材等品質性能評価事業　建築材料等評価名簿（令和６年度版）」による



事前調査

特定建築材料の有無 発注者への結果説明
あり

なし

発注者への結果説明

特定工事非該当の掲示

解体工事

報 告 ・ 届 出

特定工事該当の掲示

事前調査結果の掲示

隔離工法

非隔離工法

1.事前調査結果の報告（大気汚染防止法）

2.特定粉じん排出等作業実施届出（大気汚染防止法）

　※レベル３は届出不要

3.工事計画届（労働安全衛生法）

4.作業届（石綿障害予防規則）

1.隔離養生

2.セキュリティゾーンの設置

3.集じん・排気装置の設置

4.隔離解除前の装置

1.隔離養生(負圧なし)

2.粉じん飛散防止措置

3.呼吸用保護具・保護衣等

※1.本工事は「建築物の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル

　　(厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課、環境省水・大気環境局大気環境課　令和３年３月発刊)」の基準に基づく。

　　「表4.1.2　石綿飛散及びばく露防止対策の概要」の石綿含有建材除去等作業時の飛散防止方法は下記による。

レベル－１・２石綿含有吹付材＝作業場を負圧隔離養生等

石綿含有保温材等(石綿含有ケイカル板第２種)＝作業場を負圧隔離養生等

配管保温材＝非石綿部での切断による除去

石綿含有成形板等＝湿潤化等

石綿含有ケイカル板第１種＝作業場を隔離養生(負圧不要)等

石綿含有仕上塗材＝（湿式）集塵機付きディスクグラインダーケレン工法

レベル－３

■ 石綿含有建材の除去フロー

■ 処分方針

・最終処分 安定型

・最終処分 管理型

・最終処分 特別管理型

・中間処理（破砕）

・中間処理（焼却）

・金属類（鉄くず含）

廃プラ・ガラス・陶磁器

グラスウール

混合物

非飛散性アスベスト含有建材　レベル-３

飛散性アスベスト含有建材　レベル-３

非飛散性アスベスト含有建材　レベル-２

飛散性アスベスト含有建材　レベル-１・２

コンクリート・ＣＢ・割石・砂利

アスファルト(防水材を除く)

木くず・植栽

石膏ボード(アスベスト非含有)

タタミ・クロス

有価処分

1．整　地

2．前調査

・解体工事に先立ち、解体建築物並びに電気・機械設備について監督員立会のもと、設計図書を参考に事前確認を行うこと。

　特に電気・機械設備にあっては、その他の建物と接続されているものもある為、監督員立会のもと、事前確認を行うこと。

3．石綿含有建材の調査（事前調査）について

・各建材について石綿の有無が不明な場合は、監督員と協議すること。

・令和５年１０月１日以降に調査を実施する場合は、必要な知識を有するもの（環境大臣が定めるもの）により行うこと。

・発注者に対し結果等を報告した書面については工事終了から３年間保存すること。

4．特定粉じん排出等作業の完了後について

・作業完了後はその結果を書面により発注者に報告すること。

・上記の報告書面の写しを特定工事の終了の日から３年間保存すること。

・作業に関する記録を作成し、特定工事の終了の日から３年間保存すること。

■ その他

除去作業 事後処理

廃棄物処理

※2.特定建築材料：吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材、石綿含有成形板等
（石綿が質量の０.１％を超えて含まれているもの）

・基礎撤去後は、場内集積土にて埋め戻し整地を行う。※周辺ＧＬより少し高く整地を行う。

１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日
工
事
名

縮
　
　
尺

図
面
名

ナガタ設計予想新聞販売所解体工事

図
番
号

（石綿含有建材解体等要領書）
特記仕様書

A1　N.S.

A3　N.S.
A-02

事務所登録 佐賀県知事　第1580号



１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

34

1/2000

1/4000

A1-

A3-

付近見取図 全体配置図　S=1/2000

工
事
名

縮
　
　
尺

図
番
号

図
面
名

ナガタ設計予想新聞販売所解体工事

走路ゴールライン

駐車場

駐車場

厩舎

厩舎

厩舎

厩舎

走路

装鞍所

スタンド

下見所

今回工事場所
予想新聞販売所

事務所登録 佐賀県知事　第1580号
A-03

付近見取図・全体配置図



1:500
１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

工
事
名

図
番
号

縮
　
　
尺

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

図
面
名

事務所登録佐賀県競馬組合

1:250A1

A3

スタンド

下見所

メインゲート

売店

渡り廊下

渡
り

廊
下

予想新聞販売所

解体工事範囲

工事車両・作業員通路
（一般客・施設従事者等の通行には充分注意すること）

全 工 事 期 間 中

ａ

凡 例

W6.0ｍ　H1.8ｍ

ｍ

か所1　クロスゲート

　仮囲い①

※注意事項

　現場事務所・作業員休憩所・作業員用駐車場は施設管理者との協議の上指定場所を使用すること。

　車両等は工事用資機材搬出入時のみ場内通行可とする。

　工事範囲は工事状況に応じて、施工者によりプラフェンス・カラーコーンなどを設置し

工事範囲の明確化及び安全対策を行うこと。

　競馬開催日・能力検査・発走調教及び調教等が行われる時間帯は原則工事は禁止とする。

その他必要な事項は事前に施設管理者との協議を行うこと。

仮囲い①　　詳細図　１／５０

H=2,000　（単管+鋼板）

1
5
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▽G.L
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0

鋼板張り
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,
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水平つなぎ 単管φ48.6
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@3600

控え 単管φ48.6（1.5m）

@1800
建地 単管φ48.6（2.0m）

43.5

ｂ

ｂ

ａ

ａ

A-04

ナガタ設計
佐賀県知事　第1580号

予想新聞販売所解体工事

部分配置図・仮設計画図



１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

工
事
名

図
番
号

縮
　
　
尺

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

図
面
名

ナガタ設計
事務所登録

予想新聞販売所解体工事

佐賀県競馬組合
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１階平面図　S=1:30
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設備基礎

800×400×300

設備基礎
330□×330

3箇所

１階平面図

通路

スロープ

車両用ゲート

客溜まり客溜まり

メインゲート

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石

門塀

ｽﾁｰﾙ製ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH=2000ｽﾁｰﾙ製ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH=2000

電気
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ｱｽﾌｧﾙﾄ補床
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ｺﾝｸﾘｰﾄ補床

(下部棚板2段) (下部棚板2段) (下部棚板2段)

(下部棚板2段)(下部棚板2段)(下部棚板2段)
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下部棚板：木製フラッシュ メラミン化粧板貼 t20
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佐賀県知事　第1580号
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A 1　 1: 30

A3　 1: 60

予想新聞販売所 予想新聞販売所 予想新聞販売所

CH=2400 CH=2400 CH=2400

床:長尺塩ﾋﾞｼｰﾄt2.0貼

壁:ﾋ゙ ﾆﾙｸﾛｽ貼
天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄ゙ t9張

巾木:ﾋﾞﾆﾙ巾木h65

※床ｼｰﾄ及び巾木の接着剤に
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有あり

床:長尺塩ﾋﾞｼｰﾄt2.0貼

壁:ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼
天井:化粧石膏ﾎﾞ ﾄーﾞt9張

巾木:ﾋﾞﾆﾙ巾木h65

※床ｼｰﾄ及び巾木の接着剤に
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有あり

床:長尺塩ﾋﾞｼ ﾄーt2.0貼

壁:ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼
天井:化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9張

巾木:ﾋﾞﾆﾙ巾木h65

※床ｼｰﾄ及び巾木の接着剤に
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有あり



１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

工
事
名

図
番
号

縮
　
　
尺

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

図
面
名

ナガタ設計
事務所登録

予想新聞販売所解体工事
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１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

工
事
名

図
番
号

縮
　
　
尺

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

図
面
名

ナガタ設計
事務所登録

予想新聞販売所解体工事

佐賀県競馬組合

屋上

コンクリート下地加硫ゴム系シート防水t=1.2

Ｒ階平面図

磁器タイル貼り

防水モルタル塗り

ルーフドレイン

佐賀県知事　第1580号
A-07

A1　1:30
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１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

工
事
名

図
番
号

縮
　
　
尺

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

図
面
名

ナガタ設計
事務所登録

予想新聞販売所解体工事

佐賀県競馬組合

東立面図　S=1:50 南立面図　S=1:50

西立面図　S=1:50 北立面図　S=1:50

ステンレス額縁t1.5

掲示板(オッズ板)
アルミ複合板t３

側溝

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ12張

外壁 ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ12張

笠木 ｶﾗｰ鋼板0.5

外壁 磁器ﾀｲﾙ貼

外壁 磁器ﾀｲﾙ貼

CB積ﾓﾙﾀﾙ塗外装薄塗材E

CB積ﾓﾙﾀﾙ塗外装薄塗材E

ｽﾁｰﾙ手摺

ｽﾁｰﾙﾈｯﾄﾌｪﾝｽ

2
,

0
7
0

4
,
9

6
7

7
,
0

3
7

7
4
0

2
,
6
1
0 3
,

3
5
0

通路屋根

通路屋根

ｱﾙﾐ製ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ板

立 面 図

ｽﾁｰﾙﾈｯﾄﾌｪﾝｽ

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

ｶｳﾝﾀｰｶｳﾝﾀｰ

ｶｳﾝﾀｰ ｶｳﾝﾀｰ
St

St

St

St
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１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

工
事
名

図
番
号

縮
　
　
尺

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

図
面
名

ナガタ設計
事務所登録

予想新聞販売所解体工事

佐賀県競馬組合
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符　　号

位　　置

FG1

全断面

断　　面

上 端 筋

下 端 筋
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2-D16

2-D16
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300 5050

F 1

主筋 8-D19
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１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

工
事
名

図
番
号

縮
　
　
尺

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

図
面
名

ナガタ設計
事務所登録

予想新聞販売所解体工事

佐賀県競馬組合
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bP P P P

C

G CG

BPL

A.BOLT

H-200× 100×5.5×8

H-200×100× 5.5×8 2C-100× 50×20×2.3

□-125×125× 6 2C-100×50× 20×2.3

P符　　号

部　　材

断　　面

PL-16

4-M16（ L=450）

ダブルナット

PL-12

2-M16（L=250）

ダブルナット

符　　号

部　　材

断　　面

PL

H.T.B

符　　号

部　　材

断　　面

フランジ

285×100×12

4-M16

B

ウェッブ

165× 140×12

2-M16

b
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H.T.B
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2階床伏図

部材リスト

2階床伏図
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１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

工
事
名

図
番
号

縮
　
　
尺

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

図
面
名

ナガタ設計
事務所登録

予想新聞販売所解体工事

佐賀県競馬組合

BPL

SL

軒高(水下 )
軒高(水上 )
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0
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80

1 ,345.5 3,368.5 512

胴縁  C-100×50×20× 2.3 @600以下
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軒高(水下 )
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胴縁  C-100×50× 20× 2.3 @600以下
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3
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C GG

CCP

1 通り軸組図
A B

1,345.53,368.5512
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0

C GG

CCP

2 通り軸組図
AB

1,345.53,368.5512

73
0

Bb

CCP

1～2 通り軸組図
AB

b

1,345.52,941512

胴縁  C-100×50×20× 2.3 @600以下
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C G

CCP

3 通り軸組図
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427.5

bb

G
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軸組図１
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１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

工
事
名

図
番
号

縮
　
　
尺

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

図
面
名

ナガタ設計
事務所登録

予想新聞販売所解体工事

佐賀県競馬組合

2,393.5 186.5 5,101
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A 通り軸組図

C C C
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2,393.5 186.5 5,101
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C C C
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軸組図２
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パラペット先端部
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１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

工
事
名

図
番
号

縮
　
　
尺

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

図
面
名

ナガタ設計
事務所登録

予想新聞販売所解体工事

佐賀県競馬組合
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C D 通り断面図 5 7通り、 通り 壁配筋図 5 6 76 通り断面図
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○ 地中埋設標

●○ 電路の保護

１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

工
事
名

図
番
号

縮
　
　
尺

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

図
面
名

ナガタ設計
事務所登録

予想新聞販売所解体工事

佐賀県競馬組合 E-

電気設備　特記仕様書

01

改修一式

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Ⅰ 工事概要

1.工事場所

消防法施行令
構　　造

別表第一区分
階 数

2.建物概要

建 物 名 称

3.工事種目及び工事科目(工事種目欄の・に○印の付いたものが対象工事)

施 工 範 囲 別 工　　　　事　　　　種　　　　目

屋　外

・拡声設備

・情報表示設備

・監視カメラ設備

・雷保護設備

・動力設備

・駐車場管制設備

・電熱設備

・映像・音響設備

・構内交換設備

・受変電設備

・構内情報通信網設備

・誘導支援設備

・テレビ共同受信設備

・発電設備

・防犯・入退室管理設備

・電力貯蔵設備

・電灯設備

・自動火災報知設備

・中央監視制御設備

・構内通信線路

・構内配電線路

・撤去工事

・仮設工事

工　事　科　目

5.設備概要

4.指定部分　　　・無　　・有

・原動 機（　 　　 　）・ 発電機 （　 　）相 （　 　）線 式（　 　） V　 定格出 力（ 　　　 ） K VA

電灯設備

受変電設備

設備方式は・に○印の付いたものを該当項目とする｡

動力設備

 2.型　　式

 2.E P S

 1.照明器具

発電設備

 1.受雷部

 1.設備概要

 1.型　　式

雷保護設備

 1.型　　式

 1.設備方式

電力貯蔵設備

 2.構内交換装置

 6.誘導支援装置

 1.ふ設方式

 3.情報表示装置

構内通信線路

 1.方　　式

通信･情報設備

 5.拡声装置

構内配電線路

10.駐車場管制装置

 7.テレビ共同受信装置

 9.監視カメラ装置

 4.映像・音響装置

15.ガス漏れ火災警報装置

14.非常警報装置

12.自動火災報知装置

 1.ふ設方式

13.自動閉鎖装置

 8.テレビ電波障害防除装置

 1.構内情報通信網装置

中央監視制御設備

 1.型　　式

 1.型　　式

・屋内型　　・屋外型

・キュービクル式配電盤　・開放形配電盤

・有　　　　・無

・直流電源装置　　・ＵＰＳ装置

・一般照明　・非常照明（・電源内蔵　・電源別置）

・空気調和　・暖房　・冷房　・換気　・給排水　・消火 ・排煙

・突針　　　・棟上げ導体

・太陽光発電装置　　　　　太陽電池アレイ公称出力（　　　　）KVA

1 1.防 犯・入 退室管 理装 置・制 御装置

・電子交換機　　・ボタン電話装置

・映像装置　　・音響装置

・埋込形　　・露出形

・一般放送用　　・非常放送用

・制御装置

・架空線式　　・地中埋込式

・架空線式　　・地中埋込式

・液化石油ガス用　　・都市ガス用

・警報盤　　・簡易型監視制御　　・監視制御

・マルチサイン装置 ・情報表示装置 ・チャイム ・時刻表示装置 ・出退表示装置

・音声誘導装置　　・インターホン　　・呼出し装置

・有　　　　・無

・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　・ＣＳ　　・有線（ＣＡＴＶ）

・カメラ 　・ビデオモニタ 　・タイムラプスＶＴＲ 　・デジタルレコーダ

・防火戸用　　・防火シャッタ用　　・防煙ダンパ用

・ネットワーク管理装置　　・ファイヤウォール 　・リピータ ・ルータ

・Ｐ型受信機　　・Ｒ型受信機

・管制装置　　・検知器　　・信号灯　　・警報灯　　・発券機

・（　　　　　　　　）発電装置　　（　　　　　）KVA

Ⅱ工事仕様書

　　て､認定された排出ガス浄化装置を装着した建設機械に ついても､同等の建設機械とみなすものとする。

　　※ 排出ｶﾞｽ対策型建設機械とは､指定要項に基づき指定された排出ｶﾞｽ対策型建設機械をいう｡

1 共通仕様

(3) 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合､排出ｶﾞｽ対策型建設 機械を使用するものとする｡なお､排出 ガス対策型建設機械に代え

(2) 機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合､機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。

　　なお、機械設備工事の工事仕様書は( 　/　)図､建築工事の工事仕様書は(　/  )図による。

(2) 特記事項のうち複数の項目から選択する事項は､ ･ に○印の付いたものを適用する｡

2 特記仕様

特　　　　　　　記　　　　　　　事　　　　　　　項項 目

金属管などにて保護する。

　　・交換機 　・自動火災報知受信機　・中央監視装置　　・通信総合盤

・重要機器は次のものを示す。

　　・受変電機器　　・配、分電盤 　・発電設備 　・直流電源装置　　・交流無停電電源装置

【備考】　（※１）：水槽類には、オイルタンク等を含む。

○ 材料・機材の品質等 （１）本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するもの

　　　とする。

（２）本工事において別表-1に示す材料を使用する場合の材料・機材等の製造業者等は次の①から⑥すべての事項を満た

　　　すものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を提出して

　　　監督職員の承諾を受ける。ただし、製造業者等名が記載されているものは、証明となる資料等の提出を省略するこ

　　　とができる。

　　　①品質及び性能に関する試験データを整理していること。

　　　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

　　　③安定的な供給が可能であること。

　　　④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

　　　⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

　　　⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。

○ 環境への配慮

　　④建築基準法施行令第２０条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

　　③建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

　　②建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

　　②接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。

１）「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針

２）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の①から④を満たす

　　トアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒド

　　の放散量」の区分に応じた材料を使用する。

　　③接着剤は、可塑性（フタル酸ジ－ｎ－プチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の

　　可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

　　④①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他什器類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及び

　　スチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

　　すものとする。

　　ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝剤、断熱材、塗料、仕上剤は、アセ

３）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは次の①又は②に該当する

　　材料を指し、同区分「第三種」とは③又は④に該当する材料を指す。

　　①建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の

　　　材料

　　①合板、木質フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボード、その他木質建材、

○ 電気工作物の種類 ・事業用電気工作物　　　・一般用電気工作物

・要　　　　　　・不要

うものとする。

工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、電気工作物の保安の業務を行○ 電気保安技術者

契約電力500kW以上の電気工作物においても、第一種電気工事士により施工を行う。

本工事に必要な工事用電力､水､及び官公署その他への諸手続などの費用は､すべて請負業者の負担とする｡

○ 電気工事士

○ 工事用電力･水その他

・設ける　（　　　　号）　　　・設けない

構内につくることが ･できない ･できる

改修標準仕様書によるほか、下記による。

事前調査　（・本工事　　　・別途工事　　）

　調査項目（・既存資料調査　・　　　　　　）　　　調査範囲（・図示　　　　　・　　　　　　）

　養生範囲（　／　）図による。　　　　養生方法（　／　）図による。

既存部分の養生は､汚染又は損傷のないよう適切な方法で行う。

・別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。

・内部仮設足場等（・　　　　種　・　　　　種）

・外部仮設足場等（・　　　　種　・　　　　種）

・本工事で設置する。

○ 施 工 調 査

○ 仮 設 備

○ 監督員事務所

○ 養 生

○ 足場その他

○ 工事用仮設物

仮設備項目( ･受変電 ･ 発電 ･        )　　　仮設備期間( ･図示　 ･ 　　 ･         )

　 機器の重量[KN]に､設計用標準水平震度を乗じたものとする｡なお､特記なき場合､設計用標準水平震度は､次による｡

設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針２０１４年版」（独立行政法人建築

1) 設計用水平地震力

研究所監修）による。なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督職員に提出し、承諾を受けるものとする。

屋外の支持金物､ボルト及びナットなどは､溶融亜鉛めっき仕上げ又はSUS製とする｡

露出配管は塗装を行う。 ・屋外　　　　・屋内（　　　　　　　　　　　　　）○ 金属製電線管の塗装

○ 屋外の支持金物

○ 耐　震　措　置

○ 配線本数､管路等

ただし､監督員の承諾を受けるものとする｡

分電盤､制御盤､端子盤等の2次側以降の配管配線経路､配線太さ､配線本数､管径等は､図面と相違しても差しつかえない｡

姿図の形状寸法等は､図面表示と多少相違してもよい｡ただし、その場合は,監督員の承諾を受ける。

使用権は､発注者に移譲するもとする｡

等で原図として提出ができないものは､原図に代わるものとしてよい｡なお､施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る

工事が完成(指定部分に係わる完成を除く)したときは､本工事で作成する施工図等を監督員に提出する｡ただし、製作図○ 施工図等の取扱い

○ 形状･寸法等

　 設計用標準水平震度(Ks)

重要機器 一般機器 一般機器重要機器
機 器 種 別設 置 場 所

・一般の施設・特定の施設

上層階　屋上及び塔屋
機　器

水槽類（※１）

防振支持の機器

2.0

2.0

2.0

1.5

2.0

1.5

1.5

2.0

1.5

1.0

1.0

1.5

1.5 1.0 1.0 0.6

1.5 1.01.5

1.0 0.61.0

機　器

防振支持の機器

水槽類（※１）

1.5

1.5

中　　 間　　 階

防振支持の機器

水槽類（※１）

1.0 0.6 0.6 0.4機　器

1.5 1.0 1.0 0.6

0.61.01.01.0地　下　・　１　階

他工事との工事区分表

適　　　　　　　用機　　　材　　　等品　　　　　目

高圧交流遮断機

高低圧変圧器

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の｢建築材料･設備機

キュービクル式配電盤

分電盤（実験盤を含む）

制御盤

認定品として、認定証票が貼付されたもの

交 流 無 停 電 電 源 装 置 （ＵＰＳ）（容量300ｋVA以下）

及び日本配線器具工業会住宅用分電盤認定制度に基づく高圧進相コンデンサ

太 陽 光 発 電 装 置

蛍光灯器具(防爆･防災器具を除く)

ガス開閉器（地中線用）を除く）

高圧限流ヒューズ
高 圧 機 器

照 明 器 具

監 視 カ メ ラ 装 置

監視制御装置中 央 監視 制御 装 置

○別表-1

高圧 負荷開 閉器（ 過電 流ロッ ク形 高圧交 流）

パワー コン ディシ ョナー 及び 系統連 携制御 盤

盤 類

局線中継台

ガ ス 漏 れ 警 報 装 置
器検査協会の合格証票が貼付されたもの

高圧ガス保安協会の検定合格証票又は（財）日本ガス機
受信機

中継器

検知器

会）の認定証票が貼付されたもの

非常警報設備認定業務委員会（(社)日本火災報知機工業
非 常 警 報 装 置

一体形及び複合装置

操作装置

表示灯

起動装置

自 動 閉 鎖 装 置 （ 財） 日本建 築セ ンター の性能 評定 マーク が貼付 され ている もの

非常ベル

自動閉鎖装置

連動制御器（P形）

火 災 報 知 装 置 消防法に適合した旨の表示があるもの

感知機

受信機

発信機

非 常 放 送 適合ラベルが貼付されたもの

非常放送設備委員会（(社)日本電子機械工業会）の基準

非常電話親機、子機

遠隔操作盤

増幅器

操作装置

受 けてい る旨 （ＪＣ ＭＡ マーク ）の表 示を したも の

適　　　　　　　用

防 災 用 照 明 器 具
誘導灯認定委員会の評定証票されているもの

非常用照明器具

機　　　材　　　等

誘導灯器具

耐火ケーブル

（財） 日本建 築セ ンター の性 能評定 マーク が貼 付され ている もの

品　　　　　目

耐火・ 耐熱電 線認 定業務 委員 会（（ 社）日 本電 線工業 会）の 認定 を電 線 ケ ー ブ ル

耐熱ケーブル同 付 属 品

認定票が貼付されたもの。

自 家 発 電 装 置

直 流 電 源 装 置

自家発電装置 （社 ）日本 内燃力 発電 設備協 会の認 定証 票が貼 付さ れたも の

（建築基準法及び消防法に使用する別置用）

蓄電池設備協会認定委員会（(社)日本蓄電池工業会）の
蓄電池

（付 属する 配電盤 及び 電源装 置を含 む）

○ 設備機材等指定表

交換機

　電源装置

ボタン電話装置

（財）電気通信端末機器審査員会の認定を受けている旨

の表示をし たもの
電 話 交 換 装 置

機器の基礎

床下水槽のマンホールふた

ガス漏れ検知器

消火栓組込み機器収納箱内配線整理用端子板

湯沸室の排気フード

換気扇

点検口

外部取付ガラリ

防油堤

流し台

身障者用便所手摺り

機器付属の制御盤以降の配管配線（接地共）

機器付属の制御盤への電源供給配管配線

自動制御盤と動力盤との電源供給の渡り配管配線

自動制御盤と動力盤との操作回路の渡り配管配線

機器と付属操作スイッチ等との渡り配線

機器と付属操作スイッチ等との渡り配管

機器と付属操作スイッチ

機器と付属操作スイッチの埋込ボックス

煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパー及び排煙口に至る配管配線

小便器用節水装置制御盤以降の配管配線

自動ドア及び電動シャッタなどの制御部への電源供給

自動ドア及び電動シャッタなどの制御部と操作スイッチ間の配管配線及び操作スイッチ

電極棒

防火扉レリーズ

配線ピット及びふた

別途機器などへの接続

システム天井

電子錠

浄化槽

水道リモートメーターの配線

水道リモートメーターの配線の結線と調査

工　　事　　内　　容

屋内

屋内

屋上
電気関係

機械関係

梁、床、壁

梁、床、壁

貫通スリーブ

配電盤・制御盤の基礎

テレビアンテナ基礎

避雷針の基礎

特記した基礎

屋内設備

架台・ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

特記した基礎

屋外設備(　　　　　　〃　　　　　　）

屋上設備(架台、アンカーボルトを除く）

埋込形分電盤、

端子盤等の型枠

補強を要するもの

補強を要しないもの

補強を要するもの

補強を要しないもの

補強を要するもの

補強を要しないもの

上記開口部の墨出し

上記開口部の補強

スリーブの穴埋め（型枠の穴埋めを含む）

OA フロアー配線器具用

補強を要するもの

床、壁、天井

ダクト、チャンバーの接続用フランジを含む

オイルサービスタンクの防油堤、タンク基礎

本体

取付枠

水栓

本体（排水トラップ共）

電気錠及び通電金具

杭工事

テンキー及び制御盤

土工事

基礎工事

電気工事

照明ライン設備プレート

空調ライン設備プレート

機械工事 電気工事 建築工事

補強を要しないもの（アウトレットボックスは除く）

浴　槽

電

気

配

管

配

線

開口部

ボード・Ｔバー

(1) 項目は､番号に●印のついたものを適用する｡

地 上～窓中心

床 上～中 心

電

力

取付高(ｍｍ ) 測　　　点名　　　　　称 名　　　　　称

引込開閉器

取付高(ｍｍ)測　　　点

1 ,1 00

1 ,3 00

床 上～中 心

ス イ ッ チ

コンセント（一般）

床 上～中 心

床 上～中 心

制御盤、実験盤

分電盤、ＯＡ盤 床 上～中 心

床 上～中 心

床 上～中 心

1, 50 0

1, 50 0

1, 50 0

（上端 1, 900以下）

接地極埋設標

給油ボックス

多機能トイレスイッチ

開閉器箱

電磁開閉器用押ボタン

地 上～給油口

地 上～中 心

1, 500

1, 300

1, 000

6 00

取付用計器

300

1, 60 0～ 2, 100

500

200～ 300

コンセント（便所） 床 上～中 心

床 上～中 心コンセント（換気扇）

コンセント（エアコン） 天井下～上 端

床 上～中 心

集合保安器箱

端子盤（室内） 床 下～上 端

動

力

操作スイッチ

警　報　盤

天井下～上 端

手元開閉器

床 上～中 心

床 上～中 心

1 ,30 0

1 ,50 0

1 ,80 0

30 0

20 0

1, 50 0～ 2, 000

1, 50 0～ 2, 000

床 上～中 心

床 上～中 心

ブラケット（踊場）

ブラケット（浴室）

床 上～中 心

床 上～中 心

天井下～上 端

コンセント（車庫）

コンセント（台上）

コンセント（車椅子）

台 上～中 心

800

ブラケット（出入口）

1 50

9 00

床 上～中 心ブラケット（一般）

ブラケット（鏡上）

避難口誘導灯

廊下通路誘導灯

鏡上端～中 心

床 上～下 端

床 上～上 端

2, 500

2, 100

1 50

1 ,5 00以上

1 ,0 00以下

床 上～中 心電話用アウトレット 1 50～4 00

電話用アウトレット (台上 ) 台 上～中 心 1 50

構

内

交

換

壁掛形親時計

壁掛形スピーカ

子　時　計

時報子時計

壁付アッテネータ

電
気
時
計
・
拡
声

床 上～中 心

床 上～中 心

床 上～中 心

床 上～中 心

床 上～中 心

1, 500

天井高×0.9

天井高×0.9

1,3 00

2,3 00

表
　
　
示

壁付押ボタン 床 上～中 心

据 付 発 信 器

床 上～中 心

1, 30 0

床 上～中 心表　示　器

床 上～中 心 1, 30 0

ベル・ブザー・チャイム 1, 50 0～ 2, 300

天井高×0.9

イ

ン

タ

ー

ホ

ン

壁付位置ボックス（一般） 床 上～中 心 300～ 400

外 部 受 付 用 床 上～中 心

床 上～中 心インターホン 1, 30 0

標準図による

電
　
　
　
　
　
灯

床 上～中 心 1, 10 0～ 1, 500

多目的トイレ（親機） 床 上～中 心 1, 30 0～ 1, 500

多目的トイレ復帰ボタン

多目的トイレ（子機）

多目的トイレ（呼出ボタン） 床 上～中 心

床 上～中 心

多目的トイレ表示灯 床 上～中 心

テレビ端子

1 50直列ユニット（和室）

床 上～中 心直列ユニット（一般）

機器収容箱

床 上～中 心 150～ 400

床 上～中 心

床 上～中 心多目的トイレ（親・子）

3 00

1, 10 0～ 1, 500

1, 80 0

1, 80 0床 上～中 心

9 00

2, 00 0

床 上～中 心

床 上～中 心

床 上～中 心機器収容箱

8 00～1 ,50 0発 信 機

直列ユニット（台上） 台 上～中 心

端

子

箱

床 上～下 端雷保護接地用

床上～中心接　地　用 5 00

8 00

床 上～中 心

床 上～中 心

火報受信機（複合盤）

副 受 信 機

警 報 ベ ル

表　示　灯

連動制御器（自動閉鎖）

ガス漏れ検知器（ＬＰガス）

床 上～上 端

床 上～上 端

8 00～1 ,50 0

1 50

8 00～1 ,50 0床 上～操作部

1, 50 0

天井高×0.9

天井高×0.8

1, 50 0

3 00

ガス漏れ検知器（都市ガス） 天井面～中 心 天井面 -20 0

端子盤（ＥＰＳ・電気室） 床 上～中 心 1, 50 0

自
動
火
災
報
知
設
備

テ
レ
ビ
共
同
受
信

（備考）（天井高）×0.9及び（天井高）×0.8は、天井高が2 50 0～ 30 00m m

　　　　の場合に適用する。

　　　　取付高については、事前に監督員と協議する。

接地極の材料は下表による。なお、設置棒EB（14φ）の長さは1500mm以上とする。

三相可変速電動機用インバータ装置の規約効率は、次の数値以上とする。

電動機出力（kW）

規約効率（％）

0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45

86.0 88.5 92.0 93.0 94.0 94.0 94.5 94.5 95.0 95.5 95.5 95.5 95.5 95.5

　　　　　（2）規約効率は、JIS C 4212 「高効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格電圧200V、

　【備考】（1）規約効率は、JEM-TR 245 「汎用インバータの規約効率」により算出した値とする。

　　　　　　　IP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。

○ インバータ装置の規約効率

長さ１ｍ以上の入線しない電線管には１.２ｍｍ以上のビニル被覆鉄線を挿入し、行先表示を行う。

○ 盤類の塗装

○ 呼び線

　　１）再資源化等が完了した年月日

　　２）再生資源化等をした施設の名称及び住所

分別解体・再資源化等の完了時に、以下の事項を書面にて監督職員に報告する。

工事であり、分別解体、特定建設資材の再資源化等について適切な処理を行う。

ただし、工事契約後にやむを得ない事情により予定した条件により難い場合は監督職員と協議する。

本工事は「建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律」（平成１２年５月３１日法律１０４号）の対象建設

・盤類キャビネットの塗装は、指定色仕上げとする。

　　３）再生資源化等に要した費用
分別解体の方法

　　工　程　　　　　作　業　内　容　　　　　　分　別　解　体　の　方　法

　・新築　　　　　建築設備工事　　　　　　　　・手作業

　・増築　　　　　・あり　　　　　　　　　　　・手作業、機械作業併用

　・改修

　・ｺﾝｸﾘｰﾄ及び鉄から成る建設資材

　・ｺﾝｸﾘｰﾄ

　・木材

　特定建設資材廃棄物の種類　　　　　再生資源化等をする施設の名称　　　　　所在地　

特定建設資材廃棄物の種類と再生資源化等をする施設

　・ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ

○ 接地極

Ａ種接地

Ｃ種接地

Ｄ種接地
高圧避雷器

Ｂ種接地

接地の種類

通 信 用

測 定 用

通 信 用

記　 　号

ＥＡ

ＥＣ

ＥＤ
ＥＬＨ

ＥＢ

Ｅ0

ＥＤt

ＥＡt

ＥＬt電話引込口の保安器用

共同接地 ＥＡ,Ｃ,Ｄ

接　　地　　極

EB

EB

EB

EB

雷保護用 ＥＬＡ EP-0.6

構内交換機用 Ｅt EP-0.9

EB
EB

EB
EB

EB

※接地極は、上記を標準施工とし、抵抗値が基準値を満たさない場合や標準施工本数以下で基準値を満たした
場合は、監督員と協議すること。

EP-0.9（900×900×1.5t）

EB

EB 　

(14φ、L=1500）

(14φ、L=1500）

(14φ、L=1500）
(14φ、L=1500）

(14φ、L=1500）

(14φ、L=1500）

(14φ、L=1500）
(14φ、L=1500）

(14φ、L=1500）

(14φ、L=1500）
(14φ、L=1500）

（900×900×1.5t)

(600×600×1.5t)

１枚以上

２本以上

２本以上

６本以上

６本以上

１本以上

６本以上

２枚以上

１枚以上

２本以上
１本以上

１本以上
６本以上

１本以上

○ 絶縁抵抗測定 取外し再使用機器及び改修に関わる電路は、性能確認のため絶縁抵抗測定を行う。

コードペンダント以外の放電灯器具、LED照明器具及び水気のある場所の白熱灯器具は、接地する。
但し、二重絶縁構造等、接地の省略が可能なものは、監督員との協議による。

ことができる。）
（対地電圧が交流150V以下のLED照明器具を乾燥した場所に施設する場合は、監督員と協議し省略する

○ 特定建設資材の処理

○ 照明器具の接地

材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿」

　 設計用水平地震力の1/2とし､水平地震力と同時に働くものとする｡

3) 設計用鉛直地震力

中間階とは、地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの。

　 する。

　 2～6階建の場合は最上階､7～9階建の場合は上層2階､10～12階建の場合は上層3階､13階建以上の場合は上層4階と

2) 上層階の定義は次による｡

図面に特記なき引き下げ又は立ち上げ部分及び露出部分の配線はMM1（Ａ型）にて保護する。貫通部分の配線は、

壁付器具､床置器具､天井付器具撤去後の取付けボルト孔､壁面､天井面の変色等は補修は、監督員と協議して行う。○ 撤去後の補修

○ 地盤変位への対応

○ はつり

なお、図面に特記がある場合、走査式埋設物調査を行い、監督職員に報告を行うこと。

既存のコンクリート床､壁などの貫通部の穴開けは､図面に特記なき場合､原則としてダイアモンドカッターによる｡

想定沈下量（・小規模　　　・中規模　　　・大規模　　）

4）重量1KN以下の軽量な機器の耐震支持については、「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」（独立行政法人建築研究所

監修）に準拠あるいは同等な設計用地震力に耐える方法で設計・施工すること。

貫通部型枠
軽量鉄骨下地
壁・天井ﾎﾞｰﾄﾞ
類の切込

○ 機器の標準取付高さは、図面に特記がない場合は、下表による。

建物直近のハンドホールでは、内部でケーブル１巻分の余長を取ること。

亜鉛めっきを施したものとする。（エッチングプライマー、指定色仕上）

外灯ポールは、亜鉛付着量３５０ｇ／ｍ（JIS H8641「溶融亜鉛めっき」に規定するＨＤＺ３５以上の溶融

・PCB使用機器の有無については、調査を行い結果を監督員に報告する。

・発生資源利用物 （　・ランプ類 ・電線、ケーブル類　）

発生材一時保管、集積場所構内に（　・有　　・　無　）

・PCB使用機器の取り扱いについては、監督員の指示を受ける。

・引渡しを要するもの及び再生資源化を図るもに以外は、構外適切搬出処理とする。

・特別管理産業廃棄物　　　（　・ＰＣＢ　　使用機器　　　　　　　・　　　　　　　　　　）

・引渡しを要するもの　　　（　・金属類　　・電線、ケーブル　　・　　　　　　）　　　

○ 発生材の処理等

・監督職員が指示する構内の場所に敷きならし。 ・構内指定場所へのたい積。 ・構外搬出（約　　　ｋｍ）

電力用　　 ・鉄製　　 ・コンクリート製　　 ・樹脂製

通信用　　 ・鉄製　　 ・コンクリート製　　 ・樹脂製

低圧地中幹線路及び通信地中幹線路にも設ける。

○ ハンドホール内のケーブル余長

○ 線 名 札 幹線に取付る線名札には、施工年月及び施工業者名を記入する。

○ 外灯ポール

○ 残土処理

○ 標識シート

　　」による特定調達品目の場合は、判断基準等を満たすものとする。

　調査方法（・図示　・既存図面調査及び目視調査）　　　非破壊検査（費用は別途）

延べ面積(ｍ2) 備　　考

（平成３１年２月）

再生資源利用計画書及び実施書は、建設副産物情報交換システム（コブリス）にて作成し提出すること。

特記仕様書

●

佐賀県鳥栖市江島町

●

予想新聞販売所解体工事

予想新聞販売所

一式

(1) 図面及び特記仕様書に記載されてない事項は､国土交通省官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和4年

　　版)｣（以下､｢標準仕様書｣という｡)及び「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和4年版)｣（以下､｢改修標準仕様書｣とい

　　う｡)及び「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和4年版)」（以下､｢標準図｣という｡)による。

N.S

本棟予想新聞販売所

改修一式

●

佐賀県知事　第1580号



１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

工
事
名

図
番
号

縮
　
　
尺

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

図
面
名

ナガタ設計
事務所登録

予想新聞販売所解体工事

佐賀県競馬組合

スタンド

下見所

メインゲート配線 切離し

既設 ﾎﾟｰ ﾙ外 灯

スタンド

下見所

メインゲート

改設前 改設後

（既 設小 口径孔 ）

屋上

屋 上

移設

既設 ﾎﾟｰ ﾙ外 灯

上部 配線孔 開口
既設 ｹｰﾌ ﾞﾙと 接続

凡 例

名 称 備 考記 号

既設投光器

既設投光器　２灯型

外灯回路

投光器回路

撤 去

既設を示す

新設を示す

EM-CE5.5°-3C (G28)

注記：

※再利用機材（配管含）等は、工事中養生の上、清掃して取付する事。
※図示のないものについては要不要等を関係各位へ確認の上施工する事。

※投光器の向きは施設へ確認し調整する事。

※撤去棟幹線ｹｰﾌﾞﾙは電気室より供給にて他負荷に問題無い事を確認後取外し処理する。

撤去を示す

残置を示す

引止金物移設

ｴﾝ ﾄ ﾗﾝ ｽ ｷ ｬｯ ﾌ ﾟ

既設投光器へ

既設投光器

既設投光器へ

既設投光器

既設 露出 丸ﾎﾞｯ ｸ ｽ

既設 露出 丸ﾎﾞｯ ｸ ｽ

露 出丸ﾎﾞ ｯｸ ｽ

引止金物移設

2 F陸 屋根

3 F陸屋根

3 F陸屋 根

配管 配線立 上

引止 ﾊﾞﾝ ﾄﾞ金 物取付

本 館棟へ 移設

予想新聞販売所

配置図　1：250 配置図　1：250

電気設備　配置図

02E-

投 光器ｘ 4

投光器 2灯型 ｘ 2

投光 器ｘ 4

投光器 2灯型 ｘ 2

※既設機器仕様、配管配線等は他施設に問題ないか十分な現場調査確認の上、施工する事。

D V2 . 6- 3 R

D V 2. 6 -3 R

佐賀県知事　第1580号
A1（1:250）
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側溝

側溝
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0
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１階平面図　S=1:30

ｶｳﾝﾀｰｶｳﾝﾀｰ

ｶｳﾝﾀｰ ｶｳﾝﾀｰ ｶｳﾝﾀｰ

ｶｳﾝﾀｰｶｳﾝﾀｰｶｳﾝﾀｰ

CH=2400

CH=2400 CH=2400

CH=1840

ｶｳﾝﾀｰ
開閉式

ｶｳﾝﾀｰ
開閉式

ｶｳﾝﾀｰ
開閉式

ｶｳﾝﾀｰ(可動) ｶｳﾝﾀｰ(可動) ｶｳﾝﾀｰ(可動) ｶｳﾝﾀｰ(可動) ｶｳﾝﾀｰ(可動) ｶｳﾝﾀｰ(可動)

設備基礎

800×400×300

設備基礎
330□×330

3箇所

通路

スロープ

車両用ゲート

客溜まり客溜まり

メインゲート

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石

門塀

ｽﾁｰﾙ製ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH=2000ｽﾁｰﾙ製ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH=2000

電気

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

W HW H

THTH

ｴｱ ｺ ﾝ

TH

機器収 納函

既設 露出ｼﾞｮｲ ﾝ ﾄﾎ ﾞ ｯ ｸｽ
撤去 施設配 線切 離し

撤去 施設配 管撤 去後、 防雨処 理

（撤 去別途 工事 ）

凡 例

名 称 備 考記 号

既設ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

WH

電灯分電盤

ﾒｰﾀｰ函

TH ｻｰﾓｽｲｯﾁ

照明器具 露出型FL40W-1

撤去

撤去

撤去

撤去

１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日
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事
名

図
番
号

縮
　
　
尺

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

図
面
名

ナガタ設計
事務所登録

予想新聞販売所解体工事

佐賀県競馬組合
電気設備　１階平面図

E- 03

壁換気扇

天井換気扇

25φ　ﾌｰﾄﾞ付

25φ　

照明器具 露出型FL40W-2

撤去

撤去

撤去

A1（1:30）
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１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

工
事
名

図
番
号
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尺

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

図
面
名

ナガタ設計
事務所登録

佐賀県競馬組合
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500 9,160 500
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5,1701502,440

7,760
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,
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500 1,798

3
,
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1
5

9
0

0
2

,
9
9
0

1
,
3
5
5

1
,
3
5
5

カラー鋼板折版葺カラー鋼板折版葺

２階平面図　S=1:30

屋根屋根

バックヤード

電話 端子盤

電 灯動 力分電 盤

（ 撤去 別途工 事）
ｴｱｺﾝ室外 機

E- 04

予想新聞販売所解体工事

電気設備　２階平面図

A1（1:30）
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１階平面図　S=1:30

ｶｳﾝﾀｰｶｳﾝﾀｰ

ｶｳﾝﾀｰ ｶｳﾝﾀｰ ｶｳﾝﾀｰ

ｶｳﾝﾀｰｶｳﾝﾀｰｶｳﾝﾀｰ

CH=2400
CH=2400 CH=2400

CH=1840

ｶｳﾝﾀｰ
開閉式

ｶｳﾝﾀｰ
開閉式

ｶｳﾝﾀｰ
開閉式

ｶｳﾝﾀｰ(可動) ｶｳﾝﾀｰ(可動) ｶｳﾝﾀｰ(可動) ｶｳﾝﾀｰ(可動) ｶｳﾝﾀｰ(可動) ｶｳﾝﾀｰ(可動)

設備基礎

800×400×300

設備基礎
330□×330

3箇所

通路

スロープ

車両用ゲート

客溜まり客溜まり

メインゲート

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石

門塀

ｽﾁｰﾙ製ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH=2000ｽﾁｰﾙ製ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH=2000

電気

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

工
事
名

図
番
号

縮
　
　
尺

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

図
面
名

ナガタ設計
事務所登録

予想新聞販売所解体工事

佐賀県競馬組合

ＧＶ25

プラグ止メ止水後、不要箇所側溝内撤去補修

給水管25A

止水処理後、立上部切断撤去補修

給水管25A（ﾊﾞﾙﾌﾞ共）立上

既設配管

既設残置

佐賀県知事　第1580号
M-01

機械設備　1階平面図

A1　1:30

A3　1:60


